
Ｑ1． 今年の3⽉に加⻄市に転⼊しました。今年は申請できますか。 Ａ1．
1ヵ⽉未満は1ヵ⽉とみなしますので、申請できます。転⼊⽉
を1ヵ⽉と数えて申請してください。

Ｑ2． 繰上返還をした分も補助対象となりますか。 Ａ2．

補助の対象は、補助⾦を受給する年度の前年度の期間中に返
還すべき奨学⾦等（要綱第4条第３項）となっています。繰上
返還は返還計画を超えるものとなり、返還すべき奨学⾦等に
は当たりませんので、補助の対象になりません。

Ｑ3．
添付書類として出す日本学生支援機構の「返還条件通知および
口座振替（リレー口座）加⼊通知」を無くしてしまいました。
貸与を証明する書類は他にどんなものがありますか。

Ａ3．
日本学生支援機構に連絡し、「⼊⾦⼀覧表」を取り寄せてく
ださい。（発⾏に2週間程度かかるため早めに取り寄せてくだ
さい。）

Ｑ4．
会社に勤めていますが、勤務先で通勤証明を発⾏してもらうこ
とができません。他に現住所を証する証明書はありますか。

Ａ4．

お住まいになられている地区の区⻑⼜は⺠生委員の証明書
や、申請者宛の電気・ガス・⽔道料⾦等の請求書（おおむね1
カ⽉単位で⾃宅に送付される、本⼈名義の郵便物等で直近の
ものでも可）を提出して頂いても構いません。

Ｑ5．
住⺠票・保険証・免許証は現住所を証する証明書となります
か。

Ａ5．

補助⾦交付の要件には、加⻄市に住⺠登録してあることだけ
でなく、実際に加⻄市に居住している必要があります。住⺠
票・保険証・免許証では現住所を確認できないため、証明書
とはなりません。

Ｑ6．
加⻄市に居住し、市外の会社に勤めていますが補助の対象にな
りますか。

Ａ6．
住⺠票及び居住実態が加⻄市にあれば、補助対象となりま
す。

Ｑ7．
勤務先の会社から奨学⾦返還の補助を受けています。
補助⾦の申請は可能ですか。

Ａ7．
可能です。ただし、奨学⾦返還にかかる他の補助を受給して
いる場合は、本制度の補助⾦額と併せて10万円⼜は前年度に
返還した奨学⾦の額のいずれか低い⽅の額を限度とします。

加⻄市若者定住促進奨学⾦返還⽀援補助⾦交付制度についてのよくある質問（Ｑ＆Ａ）


